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１. 検証の概要

１-１. 検証の目的

１-２. 検証項目

検証の進め方

＜検証データ＞
○市民緊急アンケート調査
○避難所へのアンケート（地域振興

会、小中学校）
○社会福祉協議会へのアンケート
○職員へのヒアリング
○人流データの分析
○一般交通量（旅行速度）分析

問
題
点
・
課
題

対
策
案

見
直
し
の
方
向
性
等



１-３. 地震対応検証委員会の設置

（１） 検証委員会

（２） 検証委員・オブザーバー



２. 令和６年能登半島地震の概要等

２-１. 地震の概要

令和６年能登半島地震の概要

津波の観測状況

２-２. 市内の被害状況

（１） 人的被害

人的被害 （令和７年１月１日現在）



（２） 住家被害

住家被害 （令和７年１月１日時点）

（３） インフラ関係等

インフラ関係等被害 （令和７年１月１日時点）

道路被害状況（港町地内） 公道本管修繕（港町地内）



（４） 避難所の開設状況・避難者数

避難所の開設状況・避難者数

発災直後の庁舎・避難所（新湊中学校）の様子

福祉避難所の開設状況



２-３. 市の対応等

（１） 庁内 72時間行動の取りまとめ

経過
1月1日 １月 2日 1月 3日 1月 4日

発災 4時間 8時間 12時間 16時間 20時間 24時間 28時間 32時間 36時間 40時間 44時間 48時間 52時間 56時間 60時間 64時間 68時間 72時間

対
策
本
部

情
報
発
信

避
難
所
開
設
・
運
営
・
安
否
確
認

市
民
の
安
全
・
生
活
確
保
等

・避難者数の確認
・避難所開設運営における対応

災害対策本部設置

避難所開設指示・避難者受け入れ

・1次避難所開設指示
・市民の安全確保、被害情報の把握
・職員の安否確認及び参集状況の把握
・避難者数の確認

避難所へ物資提供

配布物資の必要数把握

保健師・栄養士等で避難所の健康観察を実施

福祉施設被災状況・安否確認 福祉避難所開所（射水万葉苑）

・市内障がい者入所施設・グループホーム、独居の障がい者
・市社会福祉協議会に要支援者等

災害ボランティアセンター開設（市社会福祉協議会）

災害廃棄物仮置場の設置検討、決定

河川・道路等の安全確認、上水道・下水道の応急対応

・津波の河川遡上等について情報収集
・高潮水門の操作（津波対応）
・市営住宅の被災状況、危険度の把握
・上水道、浄水施設及び配水池の被害状況確認

消防職員全員の招集・災害対応

外国人への被害状況等確認・情報提供

射水市災害義援金の募集受付について協議

被災住宅の現況把握 住宅応急危険度判定調査

公園緑地施設の被災状況の把握

・公共施設・ライフラインの被害・対応状況確認
・避難所の状況、提供物資の確認
・災害ゴミの処理
・被災建築物応急危険度判定他

報道機関への被害状況、被災状況の発表

災害専用ページでの情報発信（被災者支援等）

避難所の開設・閉鎖をホームページ、市LINE公式アカウントで発信

学校始業に係る施設の被害状況の収集

倒壊ブロック塀等収集受付 災害廃棄物仮置場設置受入

上水道断水対応

コミュニティバス運休



（２） 災害対策本部会議等の開催状況

① 災害対策本部会議の開催状況

災害対策本部会議の開催状況



② 被災者支援・災害復興本部会議の開催状況

被災者支援・災害復興本部会議の開催状況

被害状況の確認（総務課内） 被災建築物応急危険度判定の様子



（３） 応援職員の受入

派遣の受入

中⾧期派遣の受入

（４） 災害ボランティアセンターの活動

災害ボランティアセンターの動き

災害ボランティアについて



（５） 消防の対応

消防の対応

（６） 被災者支援・災害復興ロードマップ



３. 検証

３-１. 令和６年能登半島地震に関する市民緊急アンケート

（１） 調査の概要

（２） 主な調査結果

① 市民のハザードマップの理解度（単数回答）

・全ての年代の９割以上がハザードマップの存在を認知している。

・４０歳以上の約半数はハザードマップの内容を理解している。

・若年層ほどハザードマップの内容を理解していない。

市民緊急アンケート：問２市民のハザードマップの理解度（ｎ=4,435）



② 津波警報の情報取得手段（複数回答）

・津波警報の情報取得手段は、テレビが約４割、携帯電話・スマートフォンが約３割で概ね

全ての年代で同様の傾向であった。

市民緊急アンケート：問４津波警報の情報取得手段（ｎ=6,979）

市民緊急アンケート：問４津波警報の情報取得手段 年代別集計（ｎ=6,979）

(1)テレビ

41.35%

(2)ラジオ

3.25%

(3)携帯電話・スマートフォン

31.22%

(4)近隣住民や親戚

の声掛け・連絡

18.15%

(5)防災無線放送

5.56%
(6)その他

0.46%

年   代 回答数 割合 年   代 回答数 割合

(1)テレビ 9 37.5% (1)テレビ 620 40.9%

(2)ラジオ 2 8.3% (2)ラジオ 40 2.6%

(3)携帯電話・スマートフォン 6 25.0% (3)携帯電話・スマートフォン 514 33.9%

(4)近隣住民や親戚の声掛け・連絡 6 25.0% (4)近隣住民や親戚の声掛け・連絡 248 16.4%

(5)防災無線放送 1 4.2% (5)防災無線放送 85 5.6%

(6)その他 0 0.0% (6)その他 8 0.5%

(1)テレビ 37 38.9% (1)テレビ 1,028 43.5%

(2)ラジオ 2 2.1% (2)ラジオ 91 3.8%

(3)携帯電話・スマートフォン 21 22.1% (3)携帯電話・スマートフォン 846 35.8%

(4)近隣住民や親戚の声掛け・連絡 31 32.6% (4)近隣住民や親戚の声掛け・連絡 242 10.2%

(5)防災無線放送 4 4.2% (5)防災無線放送 152 6.4%

(6)その他 0 0.0% (6)その他 6 0.3%

(1)テレビ 100 35.1% (1)テレビ 408 47.6%

(2)ラジオ 1 0.4% (2)ラジオ 51 5.9%

(3)携帯電話・スマートフォン 68 23.9% (3)携帯電話・スマートフォン 237 27.6%

(4)近隣住民や親戚の声掛け・連絡 104 36.5% (4)近隣住民や親戚の声掛け・連絡 107 12.5%

(5)防災無線放送 8 2.8% (5)防災無線放送 52 6.1%

(6)その他 4 1.4% (6)その他 3 0.3%

(1)テレビ 263 35.5% (1)テレビ 30 46.2%

(2)ラジオ 18 2.4% (2)ラジオ 3 4.6%

(3)携帯電話・スマートフォン 176 23.8% (3)携帯電話・スマートフォン 26 40.0%

(4)近隣住民や親戚の声掛け・連絡 246 33.2% (4)近隣住民や親戚の声掛け・連絡 4 6.2%

(5)防災無線放送 33 4.5% (5)防災無線放送 2 3.1%

(6)その他 5 0.7% (6)その他 0 0.0%

(1)テレビ 391 37.9% 計(1)テレビ 2,886 41.4%

(2)ラジオ 19 1.8% 計(2)ラジオ 227 3.3%

(3)携帯電話・スマートフォン 285 27.6% 計(3)携帯電話・スマートフォン 2,179 31.2%

(4)近隣住民や親戚の声掛け・連絡 279 27.1% 計(4)近隣住民や親戚の声掛け・連絡 1,267 18.2%

(5)防災無線放送 51 4.9% 計(5)防災無線放送 388 5.6%

(6)その他 6 0.6% 計(6)その他 32 0.5%

 10代  60代

 20代  70代

 30代  80代以上

 40代  年代空白

 50代 【合 計】



＜地区別集計＞

・津波浸水想定エリア内外とも、テレビ、携帯電話・スマートフォンからの情報取得が高くな

っている。

・防災無線放送では、七美が約3割と最も高くなっている。

市民緊急アンケート：問４津波警報の情報取得手段 地区別集計（ｎ=4,513）

テレビ ラジオ
携帯電話・スマー

トフォン

近隣住民や親戚の

声掛け・連絡
防災無線放送 その他

沿岸部西側 放生津(n=288) 60.4% 4.2% 45.8% 27.8% 13.9% 1.4%

新湊(n=394) 60.9% 2.8% 49.2% 29.7% 8.9% 1.0%

庄西(n=46) 60.9% 8.7% 56.5% 23.9% 19.6% 2.2%

沿岸部東側 堀岡(n=128) 64.1% 4.7% 46.1% 30.5% 18.0% 0.8%

海老江(n=132) 66.7% 3.8% 48.5% 27.3% 10.6% 0.0%

本江(n=81) 64.2% 12.3% 46.9% 25.9% 16.0% 1.2%

内陸部 七美(n=63) 61.9% 6.3% 50.8% 17.5% 28.6% 1.6%

片口(n=183) 58.5% 5.5% 41.0% 35.0% 7.1% 1.6%

下(n=130) 61.5% 3.1% 41.5% 30.0% 16.2% 0.0%

作道(n=228) 64.9% 5.3% 53.5% 31.6% 9.6% 1.3%

塚原(n=152) 67.8% 5.9% 61.2% 21.7% 4.6% 0.7%

大江(n=93) 67.7% 9.7% 55.9% 22.6% 9.7% 0.0%

大島(n=554) 67.0% 5.6% 46.8% 30.7% 5.2% 0.2%

三ケ(n=235) 54.9% 4.3% 46.8% 26.4% 3.8% 1.3%

戸破(n=414) 60.9% 4.6% 41.1% 31.4% 6.8% 0.5%

大門(n=191) 64.9% 4.2% 49.7% 30.9% 7.9% 0.0%

二口(n=127) 67.7% 5.5% 45.7% 29.1% 3.9% 0.8%

橋下条(n=104) 56.7% 6.7% 45.2% 37.5% 13.5% 0.0%

太閤山(n=193) 73.1% 6.2% 51.3% 20.7% 3.6% 0.0%

中太閤山(n=102) 71.6% 7.8% 57.8% 12.7% 2.0% 0.0%

南太閤山(n=137) 67.2% 2.9% 48.9% 24.1% 5.1% 0.0%

水戸田(n=56) 67.9% 3.6% 53.6% 30.4% 16.1% 0.0%

浅井(n=102) 66.7% 2.9% 53.9% 24.5% 10.8% 2.0%

黒河(n=116) 64.7% 0.9% 54.3% 25.9% 2.6% 0.9%

池多(n=21) 57.1% 4.8% 42.9% 28.6% 9.5% 0.0%

櫛田(n=78) 73.1% 5.1% 60.3% 16.7% 11.5% 0.0%

金山(n=56) 66.1% 10.7% 37.5% 26.8% 10.7% 0.0%



③ 地震発生時の避難行動

・津波浸水想定エリア内の振興会では、地震発生時に何らかの避難行動をした割合が約7割以

上となっている。

・津波浸水想定エリア以外の振興会は、「避難しなかった・できなかった」の割合が高くなっ

ている。

市民緊急アンケート：問５地震発生時の避難行動（ｎ=4,327）

振興会 何らかの避難行動をした。
避難しなかった
 ・できなかった

放生津(n=258) 86.43% 13.57%

新湊(n=371) 90.84% 9.16%

庄西(n=40) 100.00% 0.00%

堀岡(n=217) 92.62% 7.38%

海老江(n=179) 92.13% 7.87%

本江(n=122) 89.74% 10.26%

内陸部 七美(n=127) 93.33% 6.67%

片口(n=60) 92.74% 7.26%

下(n=78) 82.79% 17.21%

作道(n=148) 70.97% 29.03%

塚原(n=227) 67.57% 32.43%

大江(n=404) 71.43% 28.57%

大島(n=100) 44.57% 55.43%

三ケ(n=54) 37.44% 62.56%

戸破(n=91) 42.57% 57.43%

大門(n=112) 39.78% 60.22%

二口(n=20) 22.58% 77.42%

橋下条(n=187) 35.00% 65.00%

太閤山(n=94) 20.32% 79.68%

中太閤山(n=133) 13.83% 86.17%

南太閤山(n=101) 12.78% 87.22%

水戸田(n=76) 15.38% 84.62%

浅井(n=52) 26.73% 73.27%

黒河(n=124) 26.79% 73.21%

池多(n=122) 20.00% 80.00%

櫛田(n=186) 11.84% 88.16%

金山(n=543) 16.67% 83.33%

(空白) 54.46% 45.54%

総 計 55.19% 44.81%

沿岸部

西側

沿岸部

東側



④ 避難した場所

・沿岸部西側（放生津、新湊、庄西）は避難場所へ避難した割合が高い。

・沿岸部東側（堀岡、海老江、本江）は沿岸部西側と比べて、避難場所以外（親戚、知人宅、

市南部の内陸部など）に避難した割合が高い。

・内陸部(小杉、大門、大島地区等)は「避難しなかった・できなかった」と回答した割合が高

い。

・作道や塚原など津波のリスクがない地区においても約６割が「避難した」と回答している。

市民緊急アンケート：問５避難した場所（ｎ=4,327）

振興会 (1)避難場所へ避難した
(2)避難場所以外に避難
 した（親戚、知人宅、
 市南部の内陸部など）

(3)自宅の２階（垂直避難）
(4)避難しなかった
 ・できなかった

放生津 62.79% 20.54% 3.10% 13.57%

新湊 64.15% 21.29% 5.39% 9.16%

庄西 67.50% 27.50% 5.00% 0.00%

堀岡 53.28% 36.07% 3.28% 7.38%

海老江 49.61% 40.94% 1.57% 7.87%

本江 37.18% 51.28% 1.28% 10.26%

七美 46.67% 38.33% 8.33% 6.67%

片口 42.46% 46.93% 3.35% 7.26%

下 43.44% 33.61% 5.74% 17.21%

作道 44.70% 19.35% 6.91% 29.03%

塚原 38.51% 22.97% 6.08% 32.43%

大江 35.16% 31.87% 4.40% 28.57%

大島 29.10% 11.05% 4.42% 55.43%

三ケ 22.03% 10.57% 4.85% 62.56%

戸破 23.76% 13.86% 4.95% 57.43%

大門 23.66% 10.22% 5.91% 60.22%

二口 12.90% 5.65% 4.03% 77.42%

橋下条 25.00% 7.00% 3.00% 65.00%

太閤山 11.23% 5.88% 3.21% 79.68%

中太閤山 6.38% 4.26% 3.19% 86.17%

南太閤山 8.27% 3.01% 1.50% 87.22%

水戸田 3.85% 7.69% 3.85% 84.62%

浅井 14.85% 7.92% 3.96% 73.27%

黒河 11.61% 11.61% 3.57% 73.21%

池多 10.00% 10.00% 0.00% 80.00%

櫛田 3.95% 3.95% 3.95% 88.16%

金山 9.26% 1.85% 5.56% 83.33%

(空白) 27.72% 17.82% 8.91% 45.54%

総 計 32.86% 17.86% 4.46% 44.81%

【
沿
岸
部
】

【
内
陸
部
】



⑤ 避難行動における移動手段

・沿岸部西側では、避難行動における移動手段は、車と徒歩がほぼ半数となっている。

・沿岸部東側、内陸部の津波浸水想定エリア内の振興会では、車の割合が高くなっている。

・津波浸水想定エリア外の振興会では車の割合が高くなっている。

市民緊急アンケート：問５避難行動における移動手段（ｎ=2,018）

沿岸部西側 放生津(n=205)

新湊(n=304)

庄西(n=32)

沿岸部東側 堀岡(n=99)

海老江(n=104)

本江(n=66)

内陸部 七美(n=51)

片口(n=151)

下(n=88)

作道(n=133)

塚原(n=83)

大江(n=56)

大島(n=194)

三ケ(n=71)

戸破(n=141)

大門(n=56)

二口(n=20)

橋下条(n=30)

太閤山(n=26)

中太閤山(n=9)

南太閤山(n=8)

水戸田(n=6)

浅井(n=17)

黒河(n=19)

池多(n=4)

櫛田(n=4)

金山(n=3)

44.9%

53.6%

46.9%

76.8%

79.8%

90.9%

92.2%

84.8%

78.4%

80.5%

86.7%

96.4%

69.1%

57.7%

70.2%

78.6%

80.0%

90.0%

76.9%

55.6%

25.0%

50.0%

94.1%

84.2%

100.0%

25.0%

66.7%

54.6%

45.7%

53.1%

22.2%

19.2%

9.1%

7.8%

13.9%

21.6%

19.5%

13.3%

3.6%

30.4%

40.8%

29.1%

21.4%

20.0%

10.0%

23.1%

44.4%

75.0%

50.0%

5.9%

15.8%

75.0%

33.3%

0.3%

1.0%

1.3%

0.7%

0.5%

1.0%

0.3%

0.5%

1.4%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

放生津(n=205)

新湊(n=304)

庄西(n=32)

堀岡(n=99)

海老江(n=104)

本江(n=66)

七美(n=51)

片口(n=151)

下(n=88)

作道(n=133)

塚原(n=83)

大江(n=56)

大島(n=194)

三ケ(n=71)

戸破(n=141)

大門(n=56)

二口(n=20)

橋下条(n=30)

太閤山(n=26)

中太閤山(n=9)

南太閤山(n=8)

水戸田(n=6)

浅井(n=17)

黒河(n=19)

池多(n=4)

櫛田(n=4)

金山(n=3)

車 徒歩 車と徒歩 バイク バス 自転車



＜年代別集計＞

・津波浸水想定エリア内の振興会では、車で移動した割合は60代以上が高くなっている。

・津波浸水想定エリア以外の振興会では各年代が均衡している。

市民緊急アンケート：問５避難行動における移動手段（車） 年代別集計（ｎ=1,425）

沿岸部西側 放生津(n=92)

新湊(n=163)

庄西(n=15)

沿岸部東側 堀岡(n=76)

海老江(n=83)

本江(n=60)

内陸部 七美(n=47)

片口(n=128)

下(n=69)

作道(n=107)

塚原(n=72)

大江(n=54)

大島(n=134)

三ケ(n=41)

戸破(n=99)

大門(n=44)

二口(n=16)

橋下条(n=27)

太閤山(n=20)

中太閤山(n=5)

南太閤山(n=2)

水戸田(n=3)

浅井(n=16)

黒河(n=16)

池多(n=4)

櫛田(n=1)

金山(n=2)

0.6%

1.3%

0.8%

2.2%

1.0%

2.3%

2.2%

1.2%

1.3%
1.2%

1.7%

1.6%

3.7%

6.0%
4.9%

5.1%

2.3%
12.5%

6.3%

5.4%

3.1%

6.7%
3.9%

2.4%

3.3%
6.4%

6.3%

4.7%

1.4%

3.7%

9.7%

7.3%
13.1%

11.4%

12.5%

7.4%

6.3%

25.0%

9.8%

14.1%

6.7%

9.2%

13.3%

13.3%

4.3%

19.5%

8.7%

14.0%

11.1%

3.7%

23.9%

4.9%

18.2%

27.3%

6.3%

14.8%

35.0%

20.0%

12.5%

31.3%

25.0%

16.3%

14.1%

13.3%

18.4%

19.3%

16.7%

25.5%

25.8%

14.5%

15.9%

19.4%

13.0%

17.2%

24.4%

19.2%

11.4%

25.0%

25.9%

30.0%

33.3%

18.8%

31.3%

25.0%

23.9%

22.7%

20.0%

23.7%

28.9%

18.3%

34.0%

21.9%

33.3%

23.4%

29.2%

25.9%

8.2%

17.1%

13.1%

6.8%

12.5%

18.5%

10.0%

20.0%

33.3%

43.8%

12.5%

100.0%

30.4%

29.4%

53.3%

32.9%

20.5%

28.3%

23.4%

18.8%

34.8%

29.0%

34.7%

35.2%

26.9%

29.3%

20.2%

25.0%

25.0%

33.3%

10.0%

20.0%

50.0%

18.8%

18.8%

25.0%

100.0%

10.9%

14.7%

9.2%

13.3%

18.3%

6.4%

5.5%

8.7%

12.1%

4.2%

13.0%

5.2%

12.2%

9.1%

11.4%

6.3%

15.0%

40.0%

50.0%

33.3%

1.1%

1.2%

0.9%

1.9%

0.7%

1.0%

2.3%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

放生津(n=92)

新湊(n=163)

庄西(n=15)

堀岡(n=76)

海老江(n=83)

本江(n=60)

七美(n=47)

片口(n=128)

下(n=69)

作道(n=107)

塚原(n=72)

大江(n=54)

大島(n=134)

三ケ(n=41)

戸破(n=99)

大門(n=44)

二口(n=16)

橋下条(n=27)

太閤山(n=20)

中太閤山(n=5)

南太閤山(n=2)

水戸田(n=3)

浅井(n=16)

黒河(n=16)

池多(n=4)

櫛田(n=1)

金山(n=2)

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 無回答



＜避難先別集計：徒歩＞

・津波浸水想定エリア内の振興会では、指定緊急避難場所（津波・地震）へ徒歩で移動した割

合が高くなっている。

・津波浸水想定エリア外の振興会では大島、三ケ、戸破、橋下条が指定緊急避難場所（津波・

地震）の割合が高くなっている。

市民緊急アンケート：問５避難行動における移動手段 避難先別集計（徒歩）（ｎ=582）

＜施設により以下のとおり分類＞

※指定緊急避難場所（津波・地震）

指定緊急避難場所のうち、対象とする異常な現象に津波、地震のどちらかが含まれる場所

※指定緊急避難場所（洪水）

指定緊急避難場所のうち、対象とする異常な現象が洪水のみ対象の場所

沿岸部西側 放生津(n=112)

新湊(n=139)

庄西(n=17)

沿岸部東側 堀岡(n=22)

海老江(n=20)

本江(n=6)

内陸部 七美(n=4)

片口(n=21)

下(n=19)

作道(n=26)

塚原(n=11)

大江(n=2)

大島(n=59)

三ケ(n=29)

戸破(n=41)

大門(n=12)

二口(n=4)

橋下条(n=3)

太閤山(n=6)

中太閤山(n=4)

南太閤山(n=6)

水戸田(n=3)

浅井(n=1)

黒河(n=3)

池多(n=0)

櫛田(n=3)

金山(n=1)

93.8%

97.1%

100.0%

68.2%

90.0%

100.0%

75.0%

81.0%

100.0%

50.0%

63.6%

100.0%

50.8%

58.6%

80.5%

75.0%

66.7%

16.7%

50.0%

50.0%

6.3%

2.9%

31.8%

10.0%

25.0%

19.0%

50.0%

36.4%

49.2%

41.4%

19.5%

25.0%

100.0%

33.3%

83.3%

50.0%

50.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

放生津(n=112)

新湊(n=139)

庄西(n=17)

堀岡(n=22)

海老江(n=20)

本江(n=6)

七美(n=4)

片口(n=21)

下(n=19)

作道(n=26)

塚原(n=11)

大江(n=2)

大島(n=59)

三ケ(n=29)

戸破(n=41)

大門(n=12)

二口(n=4)

橋下条(n=3)

太閤山(n=6)

中太閤山(n=4)

南太閤山(n=6)

水戸田(n=3)

浅井(n=1)

黒河(n=3)

池多(n=0)

櫛田(n=3)

金山(n=1)

指定緊急避難場所(津波・地震) 指定緊急避難場所(洪水) 指定緊急避難場所以外

避難しなかった・できなかった 不明



＜避難先別集計：車＞

・津波浸水想定エリア内の振興会では、指定緊急避難場所以外へ車で移動した割合が高くな

っている。

・津波浸水想定エリア外の振興会では二口、橋下条が指定緊急避難場所（津波・地震）の割合

が高くなっている。

市民緊急アンケート：問５避難行動における移動手段 避難先別集計（車）（ｎ=1,425）

＜施設により以下のとおり分類＞

※指定緊急避難場所（津波・地震）

指定緊急避難場所のうち、対象とする異常な現象に津波、地震のどちらかが含まれる場所

※指定緊急避難場所（洪水）

指定緊急避難場所のうち、対象とする異常な現象が洪水のみ対象の場所

沿岸部西側 放生津(n=92)

新湊(n=163)

庄西(n=15)

沿岸部東側 堀岡(n=76)

海老江(n=83)

本江(n=60)

内陸部 七美(n=47)

片口(n=128)

下(n=69)

作道(n=107)

塚原(n=72)

大江(n=54)

大島(n=134)

三ケ(n=41)

戸破(n=99)

大門(n=44)

二口(n=16)

橋下条(n=27)

太閤山(n=20)

中太閤山(n=5)

南太閤山(n=2)

水戸田(n=3)

浅井(n=16)

黒河(n=16)

池多(n=4)

櫛田(n=1)

金山(n=2)

35.9%

40.5%

20.0%

14.5%

10.8%

11.7%

23.4%

18.8%

21.7%

26.2%

20.8%

29.6%

23.1%

39.0%

33.3%

38.6%

56.3%

48.1%

35.0%

20.0%

43.8%

18.8%

100.0%

1.4%

1.5%

64.1%

59.5%

80.0%

85.5%

89.2%

88.3%

76.6%

81.3%

78.3%

73.8%

77.8%

70.4%

75.4%

61.0%

66.7%

61.4%

43.8%

51.9%

65.0%

80.0%

100.0%

100.0%

56.3%

81.3%

100.0%

100.0%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

放生津(n=92)

新湊(n=163)

庄西(n=15)

堀岡(n=76)

海老江(n=83)

本江(n=60)

七美(n=47)

片口(n=128)

下(n=69)

作道(n=107)

塚原(n=72)

大江(n=54)

大島(n=134)

三ケ(n=41)

戸破(n=99)

大門(n=44)

二口(n=16)

橋下条(n=27)

太閤山(n=20)

中太閤山(n=5)

南太閤山(n=2)

水戸田(n=3)

浅井(n=16)

黒河(n=16)

池多(n=4)

櫛田(n=1)

金山(n=2)

指定緊急避難場所(津波・地震) 指定緊急避難場所(洪水) 指定緊急避難場所以外

避難しなかった・できなかった 不明



⑥ 避難行動に要した時間

・徒歩で避難した割合が高い沿岸部西側（放生津、新湊、庄西）は７割以上が１０分で避難

場所に到着している。

市民緊急アンケート：問５避難場所への避難に要した時間（ｎ=1,225）

10分

64.41%

20分

17.63%

30分

10.04%

40分

2.20%

50分

1.47%

60分以上

4.24%



３-２. 人流データの分析

（１） 調査の概要

（２） 主な調査結果

① 滞在人口分析

＜新湊・放生津地域周辺＞

・16時から17時で5,035人、約27％の人がこの範囲外へ移動（避難）している。

滞在人口分析（新湊・放生津地域周辺）

○赤い部分に避難した人が
多いことがうかがえる。

時間 人数 増減
16時 18,388 人 16 時基準
17時 13,353 人 △5,035
21 時 15,168 人 △3,220
25 時 15,318 人 △3,070

＜分析条件＞
■日時：令和６年１月１日

５：００～２９：００（２４時間）
■滞在時間：１５分以上
■範囲：半径２.０km



＜堀岡・海老江地域周辺＞

・16時から17時で2,672人、約43％の人がこの範囲外へ移動（避難）している。

滞在人口分析（堀岡・海老江地域周辺）

○赤い部分に避難した人が多いことがうかがえる。

時間 人数 増減
16時 4,696 人 16 時基準
17時 2,024 人 △2,672
21 時 3,108 人 △1,588
25 時 3,220 人 △1,476

＜分析条件＞
■日時：令和６年１月１日

５：００～２９：００（２４時間）
■滞在時間：１５分以上
■範囲：堀岡・海老江地域周辺



＜太閤山地域周辺＞

・16時から17時で、4,332人（約27％）がこの範囲外から移動（避難）してきている。

滞在人口分析（太閤山地域周辺）

○車での道路渋滞、コストコ等駐車場へ避難し人が
多くみられる。

時間 人数 増減
16時 15,922 人 16 時基準
17時 20,254 人 4,332
21 時 16,365 人 443
25 時 15,602 人 △320

＜分析条件＞
■日時：令和６年１月１日

５：００～２９：００（２４時間）
■滞在時間：１５分以上
■範囲：半径２.０km



② 人流分析

＜新湊地区内道路状況＞

・新湊市街から南へ向かう車で南北の道路が混雑している。

道路状況（新湊地区内）

道路渋滞状況（令和６年１月１日）

県道新湊・庄川線

本町三丁目善光寺線港町善光寺線

国道415

国道472
朴木赤井線



＜太閤山周辺道路状況＞

・国道472号や小杉駅南線において、北側から南へ向かう車が増加している。

道路状況（太閤山周辺）



３-３. 一般交通量（旅行速度）分析

（１） 旅行速度（昼間旅行速度）

＜平日日中＞

・沿岸部西側を東西に走る堀岡新明神能町線は10～20 ㎞/hとなっている。

・射水市を南北に走る国道472号、新湊庄川線は20～40 ㎞/hとなっているほか、太閤山戸破

線、小杉婦中線はおおよそ20～40㎞/hとなっている。

旅行速度（平日日中）

出典：令和3年度一般交通量調査（国土交通省）



（２） 平均速度

＜1月1日 15時台（地震発生前）＞

・市域全体では、一定の速度で進んでいる区間が⾧く、交通の流れはスムーズであることが

分かる。

平均速度（1月1日 15時台）

出典：国土交通省提供資料



＜1月1日 16時台（地震発生直後）＞

・市域全体で平均速度が20㎞/h以下の区間が多く見られ、市内の道路全体で、交通渋滞が発

生していたことが分かる。

・沿岸部を東西に走る堀岡新明神能町線や国道415号等では10～20㎞/hの区間が⾧くなって

いる。

・南北を走る国道472号では沿岸部西側から約3.5㎞の区間が0～10㎞/hとなっているほか、

新湊庄川線、堀岡小杉線、太閤山戸破線、新湊平岡線においても0～10㎞/hの区間が⾧くな

っていることから、多くの車が南北を移動しようとしたことが分かる。

平均速度（1月1日 16時台）

出典：国土交通省提供資料

堀岡新明神能町線

新湊庄川線

太閤山戸破線

新湊平岡線

国道
472号



＜1月1日 17時台（地震発生1時間後）＞

・市域全体では平均速度が20㎞/h以下の区間が少なくなっている。特に、国道8号より以北の

エリアにおいてその傾向が顕著であり、国道472号等の一部のみとなっている。

・国道8号より以南エリアでは南北を走る国道472号や太閤山戸破線で0～10㎞/hの区間が見

られるほか、東西を走る高岡小杉線においても0～10㎞/hの区間が発生している。

平均速度（1月1日 17時台）

出典：国土交通省提供資料

国道
8号

国道
472号

太閤山戸破線

高岡小杉線



＜1月1日 18時台（地震発生2時間後）＞

・市域全体で平均速度が10㎞/h以下の区間が少なくなっており、交通渋滞が解消してきてい

ることが分かる。

・南北を走る国道472号においても20㎞/h以下の区間はほとんど見られない。

・東西を走る高岡小杉線においては18時台においても0～10㎞/hの区間が見られる。

平均速度（1月1日 18時台）

出典：国土交通省提供資料

国道
472号

高岡小杉線



＜1月1日 19時台（地震発生3時間後）＞

・市域全体でさらに平均速度が10㎞/h以下の区間が少なくなっている。

・南北を走る国道472号においても10㎞/h以下の区間はほとんど見られない。

・東西を走る高岡小杉線においては0～10㎞/hの区間が短くなっている。

平均速度（1月1日 19時台）

出典：国土交通省提供資料

高岡小杉線

国道
472号



３-４. 問題点・課題の整理

（１） 検証項目：①住民の避難行動

問題点 課 題

  市民のおよそ半数がハザードマップを正

しく理解していない。

  避難しなかった人が一定数いた。

  沿岸部から市南部方面に向かう車で渋滞

が発生した。

  避難の必要のない区域の方が車で市南部

方面に避難した。

  津波警報が発表された際は、近くの避難

場所へ原則として徒歩で移動することを

理解していない。

  地震・津波などの災害リスクの認知不足。

①－❶

津波ハザードマップの理解・周知

①－❷

避難方法・手段

①－❸

地区ごとの避難方法の習熟



（２） 検証項目：②避難所開設・運営

問題点 課 題

  避難所開設担当職員、施設管理者が到着

する前に避難者が到着し、施設内に入れ

ない事例が発生。

  沿岸部の小中学校でガラス等を破って避

難した事例が発生（新湊小ほか４校）。

  短時間で避難者が殺到した為、避難者名

簿を作成できなかった。

  施設内のどの部屋を使うか、備蓄品の場

所等、施設及び地域と共有できていない。

  避難場所（発災時に一時的に避難する場

所）から避難所（一定期間滞在する場所）

への切り替え時期が明確化されていな

い。

  ペット同行避難者への対応に苦慮した。

  避難者に備蓄品（食料、水、備蓄品等）を

提供するタイミングが不明確。

②－❶

避難所の開設（解錠）

②－❷

配備職員の分掌事務（避難者名簿の作

成等）の対応難

②－❸

避難所内の利用区分

②－❹

避難所の運営・運営主体等

②－❺

備蓄品の不足・管理

②－❻

要配慮者・避難行動要支援者への対応

②－❼

女性のプライバシー等への配慮と女

性視点の活用

②－❽

ペット同行避難への対応

②－❾

避難者要望への対応（食料・物資の配

布）



（３） 検証項目：③災害対策本部の運営

（４） 検証項目：④関係機関との連携、受援体制

問題点 課 題

  市民から様々な問い合わせが殺到し、ま

た、状況が刻々と変化するため、状況を

整理できなかった。（対応する職員も不

足）

  職員間は、チャットで連絡を取り合った

が、次々と新たな情報が入り錯綜し、必

要な情報が埋もれて処理できなかった。

  発災後の対応等について、詳細な活動記

録を残すことができなかった。

  情報を市民にどのタイミングでどう伝え

るのか明確ではなかった（問い合わせ殺

到の要因）。

  職員参集メール（安否確認含む）が７０

件（約 10％） しか返信がなく、参集職員

の勤務実態を把握できなかった。

  外国人キーパーソン（22 名）へ外国人へ

のアンケートを実施したところ、発災時

の情報伝達手段として SNS が有効であ

るの回答があった。

③－❶

人員確保

③－❷

職員分掌事務の対応難

③－❸

避難者等への情報伝達手段

問題点 課 題

  市外からの応援職員の受入体制の整備が

できておらず混乱した。

  応急対策職員派遣要請に時間を要した。

  住家の被害認定調査や罹災証明発行業務

の入力等の負担が大きく、処理に時間を

要した。

  地震発生が祝日であり、災害協定締結先

と連絡が取れない事例があった。

④－❶

受援体制の機能不全



４. 見直しの方向性等

４-１. 検証項目：①住民の避難行動

（１） 津波ハザードマップの理解・周知

[地域防災計画]

津波ハザードマップの普及・啓発

「射水市津波ハザードマップ」を、市ホームページ、広報誌等を通じ公表し、住民への啓発を行

うとともに、ワークショップ、市政出前講座を開催し、内容を住民に周知する。

市は、射水市津波ハザードマップを住民に周知し、市の津波の特徴、津波の浸水範囲、避難路、

避難場所など津波災害に際する避難について、知識の普及・啓発を実施する。 また、市は、津波か

らの避難対策のため津波相談窓口を設置し、住民に対し、市の津波の特徴の説明を行うとともに、

避難意識の高揚を図る。

※地域防災計画

災害対策基本法に基づき、地方自治体の防災会議が作成する計画。

※地区防災計画

市町村内の一定の地区の居住者及び事業者（地区居住者等）が自発的に行う防災活動について定

める計画。

地域防災計画・避難所開設・運営マニュアル等の対応箇所（抜粋）

・原則、徒歩による避難

を周知

・津波を想定した避難方

法を検討し、実効性の

ある訓練を実施

・海抜表示看板を拡充

（増設、浸水深を追

記）

・津波ハザードマップの普及と啓発を推進す

るため、市広報で一層周知するとともに、各

地区で市による出前講座を行い、地区全体の

防災意識の向上に努める。

・各地区において避難経路の確認や共助を基

本とする避難行動（避難の呼びかけ、要配慮

者の介助）など、実践的な津波避難訓練を継

続して実施することにより、住民一人ひとり

の避難行動の習熟度を高める。

・市は実践的な訓練について助言するなど積

極的支援を行い、訓練実施を促進する。

・津波リスクのある沿岸部を中心に浸水深や

海抜を記した看板を段階的に増設し、住民の

防災意識の高揚を図る。

対策案 見直しの方向性等

課題①－❶ 津波ハザードマップの理解・周知



（２） 避難方法・手段

[地域防災計画]

徒歩避難の原則

落下物、道路の損傷、渋滞・交通事故等が発生するおそれがあることから、津波発生時の避難につ

いては、徒歩によることを原則とする。ただし、各地域において、津波到達時間、避難場所までの

距離、要配慮者の存在、避難路の状況等を踏まえ、やむを得ず自動車により避難せざるを得ない場

合は、市は、避難者が自動車で安全かつ確実に避難できる方策を、警察と調整の上、あらかじめ検

討する。

[津波避難計画]

避難の原則

津波避難対象区域外のできるだけ内陸部又は高台へ避難する。時間的・地理的要因により、避難

対象区域外に避難できない場合は、指定緊急避難場所等を活用し避難する。

避難方法

徒歩を基本とする。ただし以下の場合は車両の使用を認める。①高齢者や障害者などが⾧い距離

を避難する場合②避難者が自力で避難できない等。

地域防災計画・避難所開設・運営マニュアル等の対応箇所（抜粋）

・自動車による避難ガイ

ドラインの検討

・地区防災計画策定の推

進に合わせて、「マイ・

タイムライン」の作成

を促進

・人流分析結果を踏まえて、自動車による避難

の運用方法について検討し、自動車による避

難ガイドラインを作成するなど市民への周

知を図る。

・津波避難計画を見直すなど、地区ごと・ケー

スごとの最適な避難場所・避難方法等の情報

提供を図る。また、地区防災計画の策定と絡

めて、住民一人ひとりの「マイ・タイムライ

ン」の作成を促進する。

対策案 見直しの方向性等

課題①－❷ 避難方法・手段

・渋滞箇所をハザードマ

ップに追記し、可視化

することで徒歩による

避難を促進

・ハザードマップにおいて、想定される範囲の

渋滞箇所とそのリスクを可視化することで、

車での避難を抑制し、徒歩による迅速な避難

を促進する。

・指定緊急避難場所の確

保

・時間的・地理的要因により、避難対象区域外

に避難できない場合のリスクを軽減するた

め、沿岸部を中心に指定緊急避難場所の確保

に努める。



【事例紹介】

津波災害時における自動車による避難ガイドライン【福島県いわき市】

平成28年11月、東日本大震災後初めてとなる津波警報の発表に伴い、自動車での避難行動をと

った方が多く、道路渋滞等が発生したことを課題として捉え、津波災害時における自動車による

避難の指針となるガイドラインを決定した。

要配慮者及び支援者等による自動車訓練の様子

＜津波災害時における自動車による避難ガイドライン抜粋＞

■基本的な考え方

津波災害時の避難方法は、最寄りの津波避難場所や高台などへ原則徒歩とする。

ただし、最寄りの津波避難場所や高台まで相当な距離がある場合、また、避難行動

要支援者等徒歩での避難が困難な場合など、やむを得ず自動車により避難する場合

は、徒歩による避難行動を妨げることのないよう、かつ、津波浸水想定区域より内陸

部へ移動するよう促すこととする。

■自動車による避難

やむを得ず自動車による避難をされる方は、最寄り（500ｍ範囲内）の津波避難場

所や避難所を目指すのではなく、津波浸水想定区域外に避難する。

また、避難行動要支援者等を同乗させ最小の台数で避難できるよう、日頃から地域

内において協議しておく。

出典：いわき市ホームページ



（３） 地区ごとの避難方法の習熟

[地域防災計画]

自主防災組織等の育成・強化

地域における防災活動の中心となる、自主防災組織の育成・強化を図るとともに地区防災計画の

策定に努め、地域防災力の向上に努める。

住民に求められる津波からの避難等

避難の際、周囲に避難を開始していない人がいたら、積極的な声かけにより避難を促すとともに、

自らが地域における率先避難者となるよう努めること。

[津波避難計画]

津波に対する教育・啓発及び訓練の実施

ワークショップの開催 地区ごとの状況に応じた津波避難計画を策定するために、地区住民等の

参画を得て、まちまわり等により避難先や危険箇所等の確認を行う。

地域防災計画・避難所開設・運営マニュアル等の対応箇所（抜粋）

・津波ハザードマップの

浸水リスクを周知

・地域防災計画やマニュ

アル等において、地区

防災計画の策定推進方

法を具体的に記載

・危険度の高い地域への

積極的な対応を検討

・津波ハザードマップの普及と啓発を推進す

るため、市広報で一層周知するとともに、各

地区で市による出前講座を行い、地区全体の

防災意識の向上に努める。【再掲】

・市で出前講座等を実施し、地区防災計画策定

のプロセスや立案の重要性等を示す。計画作

成の手引きの活用や防災士をアドバイザー

として派遣する制度等を活用し、計画策定を

推進する。

・避難困難地区など危険性が高いエリアにつ

いては、市が地区防災計画の策定を優先的に

働きかける。避難困難地区では専門的な知見

や幅広い検討が特に必要であり、防災士等の

派遣も含めて計画策定に関する支援を重点

的に講じる。

対策案 見直しの方向性等

課題①－❸ 地区ごとの避難方法の習熟



４-２. 検証項目：②避難所開設・運営

（１） 避難所の開設（解錠）

[地域防災計画]

避難所の運営主体

避難所は、避難所開設担当職員、施設管理者、避難者（住民）の三者が協力して開設・運営する。

ただし、震災などの大規模かつ突発的な災害時には、住民だけでなく市職員及び施設管理者も被災

者となり、市による避難所開設が間に合わない状況も予想されるため、避難者による自主的な避難

所運営が必要となる。この場合、避難者が避難所運営の主体となり、市及び施設管理者は、後方支

援を行う。

[避難所開設・運営マニュアル]

避難所施設の鍵の保管

鍵の保管・管理方法等を事前に決定し、避難所ごとに「鍵管理・緊急時連絡先一覧」を作成し、定

期的に見直し、更新する。

地域防災計画・避難所開設・運営マニュアル等の対応箇所（抜粋）

・解錠ボックスの設置や

緊急時にガラスを割る

位置を共有

・ファーストミッション

ボ ッ ク ス （ 避 難 所 開

設・運営の手順 等をま

とめたもの）の設置

・沿岸部のコミュニティセンター、小中学校を

中心に地震解錠ボックスを段階的に設置す

る。

・避難訓練において、避難所開設担当職員、施

設管理者、避難者（住民）の三者協力による

避難所開設・運営の訓練を継続して実施する

ことで、避難所の開設（解錠）手順等の習熟

を図る。

・避難所の施設職員や担当職員よりも避難住

民が早く到着した場合でも、住民自ら施設の

解錠ができるように、地震解錠ボックスやフ

ァーストミッションボックスの設置と運用

に関する事項を避難所開設・運営マニュアル

等に追記し、その活用方法について住民に周

知を行う。

対策案 見直しの方向性等

課題②－❶ 避難所の開設（解錠）



（２） 配備職員の分掌事務（避難者名簿の作成等）の対応難

[地域防災計画]

[避難所開設・運営マニュアル]

避難者名簿の作成・管理

避難者名簿への記入は、世帯単位で避難者自身が記入し、避難者グループの代表者または被災者

管理班に提出してもらう。受付窓口で対応できない場合は、避難者グループ代表者に協力を依頼し、

避難者名簿への登録を徹底する。

応急避難所準備組織の立上げ

避難者の安全を確保するため、応急的な避難所運営組織として「応急避難所準備組織」を立ち上

げ、避難所の状況確認を素早く実施する。

地域防災計画・避難所開設・運営マニュアル等の対応箇所（抜粋）

・避難所における人数把

握、円滑な被災者支援

のため、デジタル技術

を活用したシステムの

導入を検討

・避難所運営組織の立ち

上げ方法や習熟方法等

について検討

・施設の運営や管理の効率化・改善に向けて直

ぐに取り組める方法等について、デジタル技

術の活用も含めて検討を進める。

・現在、県と共同で実証実験を行っているデジ

ポックとやま(災害時避難者の情報管理等）

の結果を踏まえて、避難所開設・運営や物資

管理の効率化を図る。

・避難訓練において、避難所開設担当職員、施

設管理者、避難者（住民）の三者協力による

避難所開設・運営の訓練を継続して実施する

ことで、避難所の開設（解錠）手順等の習熟

を図る。【再掲】

・市は実践的な訓練マニュアル等の作成・提供

などによる積極的支援を行い、訓練実施を促

進する。【再掲】

対策案 見直しの方向性等

課題②－❷ 配備職員の分掌事務（避難者名簿の作成等）の対応難



（３） 避難所内の利用区分

[避難所開設・運営マニュアル]

避難者受入スペースの確認(事前対策)

各避難所において、避難者を受入れるスペース（施設・部屋等）について、事前に自主防災組織、

施設管理者及び市で確認を行っておく。特に、受入れてはならない施設・部屋や使用する施設・部屋

の優先順位について事前に検討を行い、相互理解を得ておくこととする。

避難所のスペースの一部に、高齢者、障がい者等の要配慮者の専用スペースを設置できる場所を

確保し、間仕切り板、簡易ベッド、車椅子、障がい者用トイレ、スロープ等の整備に努める。また、

発熱・咳等の症状が出た避難者のための専用スペースを設置できる場所も確保し、一般避難者とゾ

ーンや動線を区別できるよう配慮する。

地域防災計画・避難所開設・運営マニュアル等の対応箇所（抜粋）

課題②－❸ 避難所内の利用区分

・避難所の適正な収容可

能人数について、施設

毎の設定が可能か検討

・施設の使用場所や備蓄

品の場所等、施設管理

者・地域・市で協議し、

事前に決定

・ファーストミッション

ボックスと絡めた運用

・避難所の環境改善のため、国が示す指針に沿

って、避難所ごとに実質的な収容可能人数を

算出し、避難計画等に反映する。

・避難所ごとに施設の特性に合わせた利用区

分・利用規定等について三者協議で定め、事

前に地域住民への周知を図る。また施設の利

用区分・利用規定等をファーストミッション

ボックスに同梱することで、開設当初から避

難者同士で確認・共有ができるようにし、円

滑な避難所運営を図る。

対策案 見直しの方向性等



【事例紹介】

避難所モデルプランの作成【三重県】

三重県では、地域でマニュアルづくりを進めていくため基本モデルを作成した。各地域において、

この基本モデルをベースとして、部屋のレイアウト等を検討しながら地域毎の避難所運営マニュ

アルの作成を進め、住民の自治による開設・運営を目指している。

避難所モデルプラン作成パンフレット【（一社）東京都建築士事務所協会】

出典：（一社）東京都建築士事務所協会



（４） 避難所の運営・運営主体等

[避難所開設・運営マニュアル]

応急避難所準備組織の立上げ

避難者の安全を確保するため、応急的な避難所運営組織として「応急避難所準備組織」を立ち上

げ、避難所の状況確認を素早く実施する。

応急避難所準備組織の設置

ア）避難者が２０人程度集まった時点で応急的な組織作りを始める。

イ）組織のリーダー１名、サブリーダー２名を選出する。

※ リーダーとなる人は、自治会・町内会、自主防災組織の役員、その他避難者から推薦された人

地域防災計画・避難所開設・運営マニュアル等の対応箇所（抜粋）

・避難所の特性に合わせ

て、避難所ごとに施設

運用を検討

・避難所の立ち上げにお

けるリーダー選出の必

要性や選出方法を周知

・各避難所において、三者（避難者、施設管理

者、市職員）の協力体制による避難所運営に

ついて具体的に役割分担等を決定する。

・実践的な訓練を継続して実施することで、マ

ニュアルの改善を適宜行いつつ、習熟を図

る。

・避難所運営組織のリーダー、サブリーダー、

支援スタッフ等の役員について事前に決め

ておく。また、地域の防災訓練等を通じて習

熟を図る。

対策案 見直しの方向性等

課題②－❹ 避難所の運営・運営主体等



（５） 避難方法・手段

[地域防災計画]

食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備

被災者に最低限の食料、飲料水及び生活必需品等の供給が円滑に行えるよう、現物備蓄や流通備

蓄の体制を定めておくとともに、防災資機材等の整備を推進する。更に、要配慮者に配慮した品目

を積極的に補充する。また、震災時に必要不可欠な最低限の食料、飲料水及び生活必需品について

は、「個人で備蓄しておくことが基本である。」という認識により、市は、日ごろから、個人備蓄の

啓発・奨励を行う。

地域防災計画・避難所開設・運営マニュアル等の対応箇所（抜粋）

・各施設に備蓄品の保管

スペースの確保（拡大）

について協力依頼し、

備蓄数量の増に努める

・家庭での備蓄の推進

・施設管理者と協議を行い、備蓄品の保管スペ

ースの拡大と、備蓄品目や数量の増加を図

る。

・個人備蓄が基本であることから、出前講座や

市広報等での周知により、個人備蓄の啓発・

奨励を行い、自助の推進を図る。

対策案 見直しの方向性等

課題②－❺ 備蓄品の不足・管理

・施設側と協議の上、必要

な物資の設置を検討

・デジタル技術を活用し

た備蓄品の管理・運用

・現在県と共同で実証実験を行っているデジ

ポックとやま(災害時避難者の情報管理等）

の結果を踏まえて、避難所開設・運営や物資

管理の効率化を図る。【再掲】



（６） 要配慮者・避難行動要支援者への対応

[避難所開設・運営マニュアル]

避難者受入れスペースの確認

避難所のスペースの一部に、高齢者、障がい者等の要配慮者の専用スペースを設置できる場所を

確保し、バリアフリー設備の整備に努める。

[地域防災計画]

避難行動要支援者の支援体制の整備

避難支援等関係者に対し、あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供し、避難行動要支援者に対す

る情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図るものとする。

[避難所開設・運営マニュアル]

要配慮者への救護（救護班の業務）

要配慮者の避難所での生活の障がいを取り除くために、要望を聞き、必要な設備・用具を調達す

る。

地域防災計画・避難所開設・運営マニュアル等の対応箇所（抜粋）

・要配慮者のため、授乳等

で利用するスペースを

事前に決めておく

・避難行動要支援者に対

する地域の支援マニュ

アルを作成し、支援協

力体制を確立

・要配慮者に配慮した品

目を積極的に補充する

ことを検討

・避難所の利用区分の一部として、要配慮者の

受け入れスペースについて地区防災計画に

定め、地区住民への周知を図る。

・避難行動要支援者に係る、個別避難計画の作

成を推進し、個別避難計画に沿った実践的な

避難訓練を福祉施設等とも連携して継続的

に実施し、関係者との協働体制の構築や支援

者の習熟を図る。

・施設関係者や実務担当者等の意見を踏まえ

て、要配慮者に必要な物資の補充・調達を検

討する。

対策案 見直しの方向性等

課題②－❻
⑥

要配慮者・避難行動要支援者への対応



（７） 女性のプライバシー等への配慮と女性視点の活用

[避難所開設・運営マニュアル]

避難スペースの確保

女性専用室（更衣、授乳、乳幼児室、洗濯場、洗濯物干し場、洗面所）の確保に努める。女性用の

施設については、人の目線や導線等についての配慮を行う。

避難者の最低限のプライバシーが確保されるよう、間仕切りやついたてなどの資機材の調達を検

討する。

避難所運営委員会

運営委員会は、自主防災組織の役員や各活動担当の⾧、市災害対策本部・避難所班員、施設管理

者等で構成する。

特に、要配慮者（高齢者、障がい者、子ども等）への支援や男女のニーズの違いなどに配慮し、

女性を積極的に登用する。

地域防災計画・避難所開設・運営マニュアル等の対応箇所（抜粋）

・段ボール間仕切り等に

よるプライベートスペ

ースや更衣室、妊産婦

のための授乳室等の確

保

・男女のニーズの違いな

どに配慮し、運営スタ

ッフに女性を積極的に

登用

・セクシャルマイノリテ

ィへの配慮について、

マニュアル等へ記載

・女性のプライバシーに配慮した専用スペー

スの確保や動線配置などについて避難所ご

とに地域の事情に応じて事前に決めておく

など、円滑な避難所運営に努める。

・避難所運営スタッフに女性を積極的に登用

することに留意し、適切な避難所運営体制の

構築に努める。

・セクシャルマイノリティへの配慮について

国や県の指針に基づき、必要に応じて計画や

マニュアル等を見直す。

対策案 見直しの方向性等

課題②－❼ 女性のプライバシー等への配慮と女性視点の活用



（８） ペット同行避難への対応

[避難所開設・運営マニュアル]

ペット連れの避難者への対応

ペット連れの避難者に対しては、ペットの飼育ルールを説明するか、又はコピーを配布し、管理の

徹底を図る。ペットの飼育場所を居住スペースから離れた場所に設置する。ペットの飼育は、ペッ

トを持ち込んだ避難者自身が行うものとする。

地域防災計画・避難所開設・運営マニュアル等の対応箇所（抜粋）

・ケージに入れての避難

や屋外での飼育スペー

ス等確保

・ペット同行避難所の検

討

・ペットの飼育場所について、避難所開設・運

営マニュアルに沿って適切な運用が実施さ

れるよう、避難訓練等を通じて習熟を図る。

・避難所ごとに実質的な収容人数を検討する

なかで、ペット同行避難所や避難スペースの

確保について調査する。

対策案 見直しの方向性等

課題②－❽ ペット同行避難への対応



【事例紹介】

ペットのための災害対策関連情報【宮城県仙台市】

仙台市では、災害時に備え、飼い主が準備しておくべきポイントやペットも飼い主と一緒に同

行避難するためのパンプレットを作成している。また、仙台市獣医師会と「災害時における動物

救護活動に関する協定」を締結し、災害時における被災動物の保護・収容など救護活動に関する

必要な情報交換を行っている。

出典：仙台市ホームページ



（９） 避難者要望への対応（食料・物資の配布）

[避難所開設・運営マニュアル]

食料・物資の配布

配布を行う場合には、配布ルールを決め、委員会の協力を得てから実施する。物資や食料が避難

者数に足りない場合は、高齢者、子ども、妊婦等の避難者へ優先的に配布する。配布に当たっては、

状況に応じて適切な方法により配布を行う。

地域防災計画・避難所開設・運営マニュアル等の対応箇所（抜粋）

・地域防災計画等に避難

先の切り替え時期や備

蓄品の提供時期につい

て明記

・各避難所での運営スタ

ッフの役割の明確化及

び担い手育成について

検討

・女性に配慮した物資の

配布方法について検討

・食料・物資の配布について、避難所開設・運

営マニュアルに沿って適切な運用が実施で

きるよう、避難訓練等を通じて習熟を図る。

・避難所運営主体となる三者の連携による実

践的な訓練を継続的に実施することで、運営

スタッフの役割の習熟や担い手育成を図る。

・避難所内において、女性専用の配布品受渡し

ブース等をプライバシーに配慮して設置す

る。

対策案 見直しの方向性等

課題②－❾ 避難者要望への対応（食料・物資の配布）



４-３. 検証項目：③災害対策本部の運営

（１） 人員確保

[地域防災計画]

第２次非常配備、第３次非常配備の職員参集基準

災害発生レベル 職員参集基準

第２次

非常配備

「震度５強」

及び

「津波警報発表」

各部⾧、班⾧、係⾧以上が参集

（職員総数の１/３程度）

第３次

非常配備

「震度６弱以上」

及び

「大津波警報発表」

職員全員が参集

「避難所開設担当職員」は各担当避

難所へ参集

地域防災計画・避難所開設・運営マニュアル等の対応箇所（抜粋）

・職員参集基準の見直し

を検討

・職員参集の基準となる災害発生レベルを引

き下げる。

対策案 見直しの方向性等

課題③－❶ 人員確保



（２） 職員分掌事務の対応難

[地域防災計画]

射水市職員行動マニュアルの活用・充実

災害発生時、各部各班の初動期における活動を迅速かつ的確に行うため、修正等を行い、充実を

図る。

初動体制の習熟

初動段階の成否がその後の応急対策活動に大きく影響することから、特に初動段階の意思決定者、

配備基準、指揮命令系統について、職員参集訓練及び災害対策本部設置訓練を実施し、習熟を図る。

地域防災計画・避難所開設・運営マニュアル等の対応箇所（抜粋）

・災害対策本部での各担

当班が自律的に機能す

るよう体制を周知、確

認

・情報収集・伝達、広報活

動等でデジタル技術を

活用し、円滑かつ効果

的な手法を検討

・災害対策本部において各担当班からの情報

集約・共有を密にし、各担当班が刻々と変化

する災害状況をリアルタイムで総合的に把

握でき、的確な支援活動ができるように体制

の強化を図る。また、実践的な防災訓練等を

通じて習熟を図る。

・現行の計画に記載のとおり、実践的な訓練を

通じて、関係各部各班の役割の習熟に努め

る。

・現在、双方向で情報共有が可能な職員間の通

信システム（ロゴチャット）を導入している

が、情報収集・伝達、広報活動等において、

より有効な通信手段の検討・充実を図る。

対策案 見直しの方向性等

課題③－❷ 職員分掌事務の対応難



【事例紹介】

ＡＩ防災チャットボット【兵庫県伊丹市】

伊丹市では令和3年6月1日より、防災に特化した伊丹市LINE公式アカウント「伊丹市防災」を運

用。

AI防災チャットボットを活用し、災害時に伊丹市内の状況を市民等のユーザーからリアルタイム

に被害情報を収集・集約し、その情報を伊丹市役所内部および関係機関と情報共有を図るととも

に、ユーザーに気象情報や避難情報をはじめとする行政情報を提供することで、災害時に自助お

よび共助の適切な行動ツールとしている。

出典：兵庫県伊丹市ホームページ



（３） 避難者等への情報伝達手段

[地域防災計画]

被災者等への的確な情報伝達活動

市は、情報収集・伝達手段として、特に、防災行政無線等の無線系の整備やＩＰ通信網、ケーブル

テレビ網等の活用を図り、災害情報を被災者等へ速やかに伝達する手段の確保に努める。さらには、

有線系や携帯電話も含め、要配慮者にも配慮した多様な手段の整備に努める。

また、市及び放送事業者等は、地震に関する情報及び被災者に対する生活情報を常に伝達できる

よう、その体制及び施設、設備の整備を図る。

防災行政無線の整備

防災行政無線のデジタル化とともに、市内全域を網羅する防災行政無線の整備に努める。更に、

多種・多様な伝達手段等と連携した、防災情報システムを構築する。

デジタル防災行政無線システムの活用

「デジタル防災行政無線システム」を活用して、災害時における避難指示等の緊急情報の迅速な

伝達を行う。

地域防災計画・避難所開設・運営マニュアル等の対応箇所（抜粋）

・屋外拡声子局からの放

送だけではなく、複数

の媒体を活用した情報

の伝達

・フェーズごとに整理さ

れた情報発信

・避難情報の伝達について、デジタル技術を活

用した効果的な手法について引き続き検討

する。

・旅行者等を適切に避難誘導するための、情報

発信手段・ツールについて検討する。

・刻々と変化する災害情報について外部機関

とも連携を取りながら収集・整理に努め、避

難者に対しフェーズごとに的確な情報発信

ができるよう体制の強化を図る。

対策案 見直しの方向性等

課題③－❸ 避難者等への情報伝達手段



４-４. 検証項目：④関係機関との連携・受援体制

（１） 受援体制の機能不全

[地域防災計画]

相互応援体制の整備

市は、あらかじめ協定を締結するなど広域的相互応援体制の整備充実を図る。また、国や他の地

方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うため、受援

計画（マニュアル）に沿って受援体制の整備に努めるものとする。

地域防災計画・避難所開設・運営マニュアル等の対応箇所（抜粋）

・日頃から研修や訓練等

を通じた、受援体制の

確認

・県内で共同利用が進ん

でいる「被災者生活再

建支援システム」を導

入することで、作業効

率の向上、職員の負担

軽減を図る

・受援体制の流れや支援機関との連絡方法等

について双方が定期的に確認し、防災訓練等

を通じて習熟を図る。

・被災者生活再建支援システムを導入する等、

応援職員を円滑に受け入れるための支援体

制を整備する。

対策案 見直しの方向性等

課題④－❶ 受援体制の機能不全
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